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議案第１３号参考資料（その１）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 7 地方税の取扱いに関すること 関 係 項 目 個人市民税

１ 個人市民税の均等割額は、地方税法の規定による標準税率（年額2,500円）を採用する。
調 整 方 針 ２ 個人市民税の所得割額は、６市町村に相違がないため現行のとおりとする。

３ 個人市民税の納期は、地方税法の定めるところにより調整を図る。

現 況 調整理由・課題

１ 税率・納期等
【調整理由】

渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村
・均等割額は、地方税法の規定で市町村

市内に住所を有する個人 市内に住所を有する個人 ・村内に住所を有する個人 市内に住所を有する個人 市内に住所を有する個人 市内に住所を有する個人 の人口規模で定められていることから、１ ・ ・ ・ ・ ・

（ ， ）納 均等割＋所得割 均等割＋所得割 均等割＋所得割 均等割＋所得割 均等割＋所得割 均等割＋所得割 規定による標準税率 年額２ ５００円
・市内に事務所、事業所又 ・市内に事務所、事業所又 ・村内に事務所、事業所又 ・市内に事務所、事業所又 ・市内に事務所、事業所又 ・市内に事務所、事業所又 とする。税
は家屋敷を有する個人 は家屋敷を有する個人 は家屋敷を有する個人 は家屋敷を有する個人 は家屋敷を有する個人 は家屋敷を有する個人 ・所得割額は、６市町村とも標準税率を義
で、市内に住所を有しな で、市内に住所を有しな で、村内に住所を有しな で、市内に住所を有しな で、市内に住所を有しな で、市内に住所を有しな 採用し、相違がないため現行のとおりと務
い者 い者 い者 い者 い者 い者 する。者

、 、均等割 均等割 均等割 均等割 均等割 均等割 ・納期は ４市町村において財政運営上
最終納期を１２月に早めているが、住民

○税率 ２，０００円 ○税率 ２，０００円 ○税率 ２，０００円 ○税率 ２，０００円 ○税率 ２，０００円 ○税率 ２，０００円 生活への影響を考慮し、地方税法の定め
２ るところにより検討、調整を図るものと

○非課税標準 ○非課税標準 ○非課税標準 ○非課税標準 ○非課税標準 ○非課税標準 する。均
控除対象配偶者及び扶養 控除対象配偶者及び扶養 控除対象配偶者及び扶養 控除対象配偶者及び扶養 控除対象配偶者及び扶養 控除対象配偶者及び扶養等

親族の数に１を加えた数× 親族の数に１を加えた数× 親族の数に１を加えた数× 親族の数に１を加えた数× 親族の数に１を加えた数× 親族の数に１を加えた数×割
280,000円＋192,000円 280,000＋192,000円 280,000＋192,000円 280,000＋192,000円 280,000円＋192,000円 280,000円＋192,000円 ※なお、均等割額については、今期

通常国会において人口規模とは無関
○税率 ○税率 ○税率 ○税率 ○税率 ○税率 係に 3,000円となる税制改正が予定３
200万円以下 ３％ 200万円以下 ３％ 200万円以下 ３％ 200万円以下 ３％ 200万円以下 ３％ 200万円以下 ３％ されている。所
700万円以下 ８％ 700万円以下 ８％ 700万円以下 ８％ 700万円以下 ８％ 700万円以下 ８％ 700万円以下 ８％得
700万円超 １０％ 700万円超 １０％ 700万円超 １０％ 700万円超 １０％ 700万円超 １０％ 700万円超 １０％割

４
４期（6･8･10･12月） ４期（6･8･10･12月） ４期（6･8･10･1月） ４期（6･8･10･1月） ４期（6･8･10･12月） ４期（6･8･10･12月）納

期

【関係法令】
○地方税法（抜粋）

（普通徴収に係る個人の市町村民税の納期）（個人の均等割の税率）
、 、第３１０条 第２９４条第１項第１号（市町村内に住所を有する個人）又は第２号 第３２０条 普通徴収の方法によって徴収する個人の市町村民税の納期は ６月

（市町村内に事務所事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有し ８月、１０月及び１月中（中略）において、当該市町村の条例で定める。ただ
ない者）の者に対して課する均等割の標準税率は、次の表の左欄に掲げる市町村 し、
においてそれぞれ当該右欄に掲げる額とする。 特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。

市 町 村 税 率
（特別徴収に係る個人の市町村民税の納期）人口50 万以上の市 年額3,000 円
第３２１条の５（要約）人口5 万以上50 万未満の市 年額2,500 円

前条の特別徴収義務者は、それぞれ給与の支払をする際毎月徴収し、その徴収上記の市以外の市並びに町 年額2,000 円
した月の翌月の１０日までに、これを当該市町村に納入する義務を負う。２ 前項の表を適用する場合における市町村の人口は、官報に公示された最近の人
・納期特例事業所は年２回納付口によるものとする。ただし、市町村の配置分合又は境界変更があった場合にお

ける関係市町村の人口は、政令で定めるところ（最近の国勢調査人口）によって
計算したものによる。

（所得割の税率）
第３１４条の３（要約）
所得割の標準税率は、次の表による。
ただし、700万円超の区分は、地方税法附則第４０条第５項により、平成１１

年 度以降については 「12％」を「10％」とする。、
200万円以下 ３％
200万円超700万円以下 ８％

12％７００万円超



- 2 -

議案第１３号参考資料（その２）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 7 地方税の取扱いに関すること 関 係 項 目 個人市民税

現 況 調整理由・課題

２ 先進地事例

西 東 京 市 さ い た ま 市 さ ぬ き 市

個人市民税については、現行のとおりと 個人市民税の均等割額は、地方税法の定個人市民税については、両市に相違
する。 めにより標準税率を採用する。がないため現行のとおりとする。
ただし、地方税法の規定により個人市民 個人市民税の納期は、地方税法の定める
税均等割は、年額3，000円 となる。 納期による。

宗 像 市 北 上 市 あ き る 野 市

個人市民税は、標準税率を採用する。 標準税率を採用する。個人均等割は、合 標準税率を採用する。個人均等割は合併
ただし、個人均等割については、合併 併後４年間現行の税率とする。 後２年間現行の税率とする。
特例法第10条の規定を適用し、合併す
る日が属する年度は現行の税率を採用

。し、不均一課税とする

３ 財政影響額

合 計細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村

均等割調定額(2,000円) 35,296千円 3,201千円 1,452千円 8,483千円 8,208千円 6,826千円 63,466千円

均等割(2,500円) 44,120千円 4,001千円 1,815千円 10,603千円 10,260千円 8,532千円 79,331千円

増 減 8,824千円 800千円 363千円 2,120千円 2,052千円 1,706千円 15,865千円

均等割(3,000円) 52,944千円 4,801千円 2,178千円 12,723千円 12,312千円 10,238千円 95,196千円

増 減 17,648千円 1,600千円 726千円 4,240千円 4,104千円 3,412千円 31,730千円

（均等割調定額：平成14年度決算統計より）
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議案第１３号参考資料（その３）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 7 地方税の取扱いに関すること 関 係 項 目 法人市民税

法人市民税の均等割及び法人税割の税率は、渋川市及び子持村の例による。
調 整 方 針 ただし、合併特例法第１０条の規定を適用し、合併が行われた日の属する年度

及びこれに続く５年度に限り、現行の税率を採用し不均一課税とする。

現 況 調整理由・課題

１ 納税義務者及び税率等
【調整理由】

渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村
・均等割は、小野上村、赤城村及び北

・市内に事務所又は事業所 ・町内に事務所又は事業所 ・村内に事務所又は事業所 ・村内に事務所又は事業所 ・村内に事務所又は事業所 ・村内に事務所又は事業所 橘村で標準税率を採用し、渋川市、伊１
を有する法人 を有する法人 を有する法人 を有する法人 を有する法人 を有する法人 香保町及び子持村で制限税率を採用し納
均等割＋法人税割 均等割＋法人税割 均等割＋法人税割 均等割＋法人税割 均等割＋法人税割 均等割＋法人税割 ている。また、法人税割は、赤城村、税

、 、義 ・市内に寮、宿泊所、クラ ・町内に寮、宿泊所、クラ ・村内に寮、宿泊所、クラ ・村内に寮、宿泊所、クラ ・村内に寮、宿泊所、クラ ・村内に寮、宿泊所、クラ 北橘村で標準税率を採用し 伊香保町
、務 ブ、その他これに類する ブ、その他これに類する ブ、その他これに類する ブ、その他これに類する ブ、その他これに類する ブ、その他これに類する 小野上村では標準税率を超えた税率を

施設を有する法人で、市 施設を有する法人で、町 施設を有する法人で、村 施設を有する法人で、村 施設を有する法人で、村 施設を有する法人で、村 渋川市、子持村では制限税率となって者
内に事務所又は事業所を 内に事務所又は事業所を 内に事務所又は事業所を 内に事務所又は事業所を 内に事務所又は事業所を 内に事務所又は事業所を いる。
有しないもの 有しないもの 有しないもの 有しないもの 有しないもの 有しないもの 調整にあたっては、財政運営への影
均等割 均等割 均等割 均等割 均等割 均等割 響を考慮する必要もあることから、均

・市内に事務所、事業所又 ・町内に事務所、事業所又 ・村内に事務所、事業所又 ・村内に事務所、事業所又 ・村内に事務所、事業所又 ・村内に事務所、事業所又 等割、法人税割ともに、渋川市、子持
は寮等を有する法人でな は寮等を有する法人でな は寮等を有する法人でな は寮等を有する法人でな は寮等を有する法人でな は寮等を有する法人でな 村の例による制限税率を採用する。
い社団又は財団で代表者 い社団又は財団で代表者 い社団又は財団で代表者 い社団又は財団で代表者 い社団又は財団で代表者 い社団又は財団で代表者 ただし、税額の激変緩和のため、合
又は管理人の定めのある 又は管理人の定めのある 又は管理人の定めのある 又は管理人の定めのある 又は管理人の定めのある 又は管理人の定めのある 併が行われた日の属する年度及びこれ
もの もの もの もの もの もの に続く５年度に限り、現行の税率を採
（収益事業を行うものを （収益事業を行うものを （収益事業を行うものを （収益事業を行うものを （収益事業を行うものを （収益事業を行うものを 用し不均一課税とする。
除く ） 除く ） 除く ） 除く ） 除く ） 除く ）。 。 。 。 。 。
均等割 均等割 均等割 均等割 均等割 均等割

２
均 渋川市 伊香保町 小野上村 子持村 赤城村 北橘村
等 １号 資本金 億 超 万円 万円 万円 万円 万円 万円50 360 360 300 360 300 300
割 ２号 〃 億以上 億以下 従業員 人超 万円 万円 万円 万円 万円 万円10 50 ( 50 ) 210 210 175 210 175 175

３号 〃 億 超 従業員 人以下 万円 万円 万円 万円 万円 万円10 ( 50 ) 49.2 49.2 41 49.2 41 41
４号 〃 億 超 億以下 従業員 人超 万円 万円 万円 万円 万円 万円1 10 ( 50 ) 48 48 40 48 40 40
５号 〃 億 超 億以下 従業員 人以下 万円 万円 万円 万円 万円 万円1 10 ( 50 ) 19.2 19.2 16 19.2 16 16
６号 〃 千万 超 億以下 従業員 人超 万円 万円 万円 万円 万円 万円1 1 ( 50 ) 18 18 15 18 15 15
７号 〃 千万 超 億以下 従業員 人以下 万円 万円 万円 万円 万円 万円1 1 ( 50 ) 15.6 15.6 13 15.6 13 13
８号 千万以下 従業員 人超 万円 万円 万円 万円 万円 万円1 ( 50 ) 14.4 14.4 12 14.4 12 12
９号 上記以外の法人 万円 万円 万円 万円 万円 万円6 6 5 6 5 5

１４．７％ １４．０％ １４．５％ １４．７％ １２．３％ １２．３％３法人税割

申告納付 申告納付 申告納付 申告納付 申告納付 申告納付４徴収方法

（法人税割の税率）【関係法令】
○地方税法 ただし、標準税率を（抜粋） 第３１４条の６ 法人税割の標準税率は、１２．３％とする。

超 えて課する場合においても、１４．７％を超えることができない。（法人等の均等割の税率）
２ 省略第３１２条（要約）

均等割の標準税率は、次のとおりとおりとする。
○市町村の合併の特例に関する法律区 分 税 率 区 分 税 率

１号法人 300万円 ６号法人 15万円 （地方税に関する特例）
第１０条 合併市町村は、合併関係市町村の相互の間に地方税の賦課に関し著しい２号法人 175万円 ７号法人 13万円
不均衡があるため、又は市町村の合併により承継した財産の価格若しくは負債の額３号法人 41万円 ８号法人 12万円
について合併関係市町村相互の間において著しい差異があるため、その全区域にわ４号法人 40万円 ９号法人 5万円
たつて均一の課税をすることが著しく衡平を欠くと認められる場合においては、市５号法人 16万円

２ 市町村は、前項に定める標準税率を超える税率で均等割を課する場合には、同項 町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く５年度に限り、その衡平を欠
の表の各号の税率に、それぞれ１．２を乗じて得た率を超える税率で課することが く程度を限度として課税をしないこと又は不均一の課税をすることができる。
できない。
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議案第１３号参考資料（その４）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 7 地方税の取扱いに関すること 関 係 項 目 法人市民税

現 況 調整理由・課題

２ 先進地事例

西 東 京 市 さ い た ま 市 あ き る 野 市

法人市民税の法人税割については、田無 法人市民税については、現行のとおりと 制限税率を一部標準税率を採用する。合
市の例により調整する。 する。 併する年度は、現行の税率を採用する。
（税率の低い方）

宗 像 市 北 上 市 山 県 市

法人市民税法人税割は、宗像市の例によ ２年間は制限税率を採用し、３年度目か 市税として現行のとおり新市に引き継ぐ
る （制限税率１４．７％） らは標準税率とする。和賀町、江 ものとする。。 釣子村

は合併後２年間現行の税率を採用する。ただし、合併特例法第10条の規定を適用
し、合併後３年間は現行の税率を採用し
不均一課税とする。

３ 財政影響額

合 計細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村

均等割 193,826千円 15,258千円 4,071千円 22,149千円 20,393千円 13,413千円 269,110千円
H14調定額

税 割 461,485千円 19,999千円 2,664千円 40,942千円 32,226千円 54,161千円 611,477千円

標準税率を採用した場合 △107,650千円 △ 4,972千円 △405千円 △10,377千円 0千円 0千円 △ 123,404千円

渋川市の例によった場合 0千円 999千円 850千円 0千円 10,366千円 13,250千円 25,465千円

（調定額：平成１４年度決算統計より）
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議案第１３号参考資料（その５）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 7 地方税の取扱いに関すること 関 係 項 目 固定資産税

１ 税率については、伊香保町の例による。
調 整 方 針 ２ 納期については、地方税法の定めるところにより調整を図る。

現 況 調整理由・課題

１ 税率及び納期等
【調整理由】

渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村
・税率は、伊香保町における不均一

固定資産（土地、家屋、 固定資産（土地、家屋、 固定資産（土地、家屋、 固定資産（土地、家屋、 固定資産（土地、家屋、 固定資産（土地、家屋、 課税以外、６市町村とも標準税率を１納税
償却資産）の所有者 償却資産）の所有者 償却資産）の所有者 償却資産）の所有者 償却資産）の所有者 償却資産）の所有者 採用している。合併後においても観義務者

光産業の振興を図るため、伊香保町
１．４％ １．４％ １．４％ １．４％ １．４％ １．４％ における不均一課税を全市域に採用２税率

(不均一課税 0.84 %) する。
・納期は、財政運営上、小野上村以

固定資産税の基準年度価格 固定資産税の基準年度価格 固定資産税の基準年度価格 固定資産税の基準年度価格 固定資産税の基準年度価格 固定資産税の基準年度価格 外の５市町村で第３期及び最終納期３課税
（土地、家屋、償却資産） （土地、家屋、償却資産） （土地、家屋、償却資産） （土地、家屋、償却資産） （土地、家屋、償却資産） （土地、家屋、償却資産） を繰り上げているが、住民生活への標準

影響を考慮し、地方税法の定めると
４期（4･7･9･11月） ４期（5･7･11･1月） ４期（5･7･12･2月） ４期（5･7･9･11月） ４期（5･7･9･11月） ４期（5･7･9･11月） ころにより検討、調整を図るものと４納期

する。

（公益等に因る課税免除及び不均一課税）【関係法令】
、 、○地方税法（抜粋） 第６条 地方団体は 公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては

課税をしないことができる。（固定資産税の税率）
固定資産税の標準税率は、１．４％とする。ただし、標準税率を超え ２ 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均一の課第３５０条

る税率で課する場合においても、２．１％を超えることができない。 税をすることができる。
２ 省略

○伊香保町税条例（抜粋）
（固定資産税の税率）（固定資産税の納期）

固定資産税の納期は、４月、７月、１２月及び２月中において、当該 第６２条第２項 国際観光ホテル整備法の規定による登録ホテル業若しくは登録旅館第３６２条
市町村の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる 業の用に供する建物であって同法施行後登録ホテル等の用に供するために建築（増
納期を定めることができる。 改築を含む ）された建物の登録部分に対して課する固定資産の税率は、当該建物。

２ 省略 が登録された後、新たに固定資産税が課されることとなった年度から５年度に限り
０．８４％とする。

２ 先進地事例

西 東 京 市 さ い た ま 市 さ ぬ き 市

固定資産税の納期については、保谷市の 固定資産税については、現行のとおりと 固定資産税の納期は、地方税法の定める
例により調整する。ただし、平成１２年 する。 納期による。
度については それぞれ旧市の例による ただし、納期については、5・7・12・2、 。
（納期の遅い方） 月で調整を図る。

宗 像 市 東 か が わ 市 山 県 市

固定資産税土地評価方式及び宅地比準の ３町に相違がないため現行のとおり新町 固定資産税の納期については、美山町の
評価割合については宗像市の例により調 に引き継ぐ。 例により調整するものとする。
整する。ただし合併後次の評価替えまで （地方税法の定める納期）
は、現行のとおりとする。

３ 財政影響額
なし
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議案第１３号参考資料（その６）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 7 地方税の取扱いに関すること 関 係 項 目 軽自動車税

１ 税率については、渋川市、伊香保町、小野上村、子持村及び北橘村の例による。
調 整 方 針 ２ 納期については、渋川市、子持村、赤城村及び北橘村の例による。

現 況 調整理由・課題

１ 税率及び納期等
【調整理由】

渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村
・税率は、赤城村における軽自動車

軽自動車等の所有者又は使 軽自動車等の所有者又は使 軽自動車等の所有者又は使 軽自動車の所有者又は使用 軽自動車の所有者又は使用 軽自動車等の所有者又は使 の雪上走行のもの以外相違がないた１納税
用者 用者 用者 者 者 用者 め、渋川市、伊香保町、小野上村、義務者

子持村及び北橘村の例によるものと
○原動機付自転車 ○原動機付自転車 ○原動機付自転車 ○原動機付自転車 ○原動機付自転車 ○原動機付自転車 する。２税率
50 CC 以下 1,000円 50 CC 以下 1,000円 50 CC 以下 1,000円 50 CC 以下 1,000円 50 CC 以下 1,000円 50 CC 以下 1,000円 ・納期は、伊香保町、小野上村以外

、 、90 CC 以下 1,200円 90 CC 以下 1,200円 90 CC 以下 1,200円 90 CC 以下 1,200円 90 CC 以下 1,200円 90 CC 以下 1,200円 ５月末日となっているので 渋川市
125 CC 以下 1,600円 125 CC 以下 1,600円 125 CC 以下 1,600円 125 CC 以下 1,600円 125 CC 以下 1,600円 125 CC 以下 1,600円 子持村、赤城村及び北橘村の例によ
三輪 以上 2,500円 三輪 以上 2,500円 三輪 以上 2,500円 三輪 以上 2,500円 三輪 以上 2,500円 三輪 以上 2,500円 るものとする。

○軽自動車 ○軽自動車 ○軽自動車 ○軽自動車 ○軽自動車 ○軽自動車
二輪のもの 2,400円 二輪のもの 2,400円 二輪のもの 2,400円 二輪のもの 2,400円 二輪のもの 2,400円 二輪のもの 2,400円
三輪のもの 3,100円 三輪のもの 3,100円 三輪のもの 3,100円 三輪のもの 3,100円 三輪のもの 3,100円 三輪のもの 3,100円
四輪以上の乗用(営業用) 四輪以上の乗用(営業用) 四輪以上の乗用(営業用) 四輪以上の乗用(営業用) 四輪以上の乗用(営業用) 四輪以上の乗用(営業用)

5,500円 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円
四輪以上の乗用(自家用) 四輪以上の乗用(自家用) 四輪以上の乗用(自家用) 四輪以上の乗用(自家用) 四輪以上の乗用(自家用) 四輪以上の乗用(自家用)

7,200円 7,200円 7,200円 7,200円 7,200円 7,200円
四輪以上の貨物(営業用) 四輪以上の貨物(営業用) 四輪以上の貨物(営業用) 四輪以上の貨物(営業用) 四輪以上の貨物(営業用) 四輪以上の貨物(営業用)

3,000円 3,000円 3,000円 3,000円 3,000円 3,000円
四輪以上の貨物(自家用) 四輪以上の貨物(自家用) 四輪以上の貨物(自家用) 四輪以上の貨物(自家用) 四輪以上の貨物(自家用) 四輪以上の貨物(自家用)

4,000円 4,000円 4,000円 4,000円 4,000円 4,000円
雪上走行 2,400円 雪上走行 2,400円 雪上走行 2,400円 雪上走行 2,400円 雪上走行 2,400円

○小型特殊自動車 ○小型特殊自動車 ○小型特殊自動車 ○小型特殊自動車 ○小型特殊自動車 ○小型特殊自動車
農耕作業用 1,600円 農耕作業用 1,600円 農耕作業用 1,600円 農耕作業用 1,600円 農耕作業用 1,600円 農耕作業用 1,600円
その他のもの 4,700円 その他のもの 4,700円 その他のもの 4,700円 その他のもの 4,700円 その他のもの 4,700円 その他のもの 4,700円

○二輪の小型自動車 ○二輪の小型自動車 ○二輪の小型自動車 ○二輪の小型自動車 ○二輪の小型自動車 ○二輪の小型自動車
4,000円 4,000円 4,000円 4,000円 4,000円 4,000円

５月１５日（当初分） ４月１５日 ５月連休明け ５月９日 ５月１４日（当初分） ５月１３日３納税
県外の納税者については 管外の納税者については 県外の納税者については郵通知書

郵便振替用紙を同封 郵便振替用紙同封せず（問 便振替用紙を同封発送日
い合わせがあった場合に送
付）

５月３１日 ４月３０日 ５月２５日 ５月３１日 ５月３１日 ５月３１日４納期
期限

【関係法令】
○地方税法（抜粋）
（軽自動車税の標準税率）
第４４４条（要約） ２ 省略

３ 市町村は第1 項各号に掲げる軽自動車等以外の軽自動車等及び同項第2 号に掲軽自動車税の標準税率は、次の各号に掲げる軽自動車等に対し、一台について、そ
げる軽自動車等のうち３輪の小型特殊自動車で農耕作業用のものその他の同号れぞれ当該各号に定める額とする。

の 区分により難いものについては、同項各号に掲げる区分とは別に、用途、総(1)原動機付自転車
排気 量、定格出力その他の軽自動車等の諸元によって区分を設けて、軽自動車イ 50 CC 以下 1,000円
税の税 率を定めることができる。この場合においては、前2項の規定を適用してロ 90 CC 以下 1,200円
定めら れる税率と均衡を失しないようにしなければならない。ハ 125 CC 以下 1,600円

三輪 以上 2,500円
（軽自動車税の納期）(2)軽自動車及び小型特殊自動車

軽自動車税の納期は、四月中において、当該市町村の条例で定イ２輪のもの（側車付のものを含む ） 2,400 円 第４４５条第２項。
める。ただし、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めるこロ３輪のもの3,100 円
とができる。ハ４輪以上の乗用営業用 5,500 円 自家用 7,200 円

４輪以上の貨物営業用 3,000 円 自家用 4,000 円
(3)２輪の小型自動車4,000 円
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議案第１３号参考資料（その７）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 7 地方税の取扱いに関すること 関 係 項 目 軽自動車税

現 況 調整理由・課題

２ 先進地事例

西 東 京 市 さ い た ま 市 さ ぬ き 市

軽自動車税の納期については、保谷市の 軽自動車税については、現行のとおりと 軽自動車税の納期は、課税客体の把握に
例により調整する。ただし、平成１２年 する。 要する事務処理期間を考慮し、５月１日
度については それぞれ旧市の例による から５月３１日までとする。、 。
（納期の長い方）

宗 像 市 東 か が わ 市 山 県 市

３町に相違がないため現行のとおり新町 軽自動車税の納期については、伊自良村軽自動車税については、両市に相違が
に引き継ぐ。 ・美山町の例により調整するものとすないため現行のとおりとする。

る。
（納期の長い方）

３ 財政影響額
なし
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議案第１３号参考資料（その８）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 7 地方税の取扱いに関すること 関 係 項 目 たばこ税

調 整 方 針 たばこ税については、６市町村に相違がないため現行のとおりとする。

現 況 調整理由・課題

１ 税率及び納期等
【調整理由】

渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村
税率及び納期ともに、６市町村に相違

製造たばこの製造者、特 製造たばこの製造者、特 製造たばこの製造者、特 製造たばこの製造者、特 製造たばこの製造者、特 製造たばこの製造者、特 がないため現行のとおりとする。１納税
定販売業者又は卸売業者 定販売業者又は卸売業者 定販売業者又は卸売業者 定販売業者又は卸売業者 定販売業者又は卸売業者 定販売業者又は卸売業者義務者

旧３級品以外：2,977円 旧３級品以外：2,977円 旧３級品以外：2,977円 旧３級品以外：2,977円 旧３級品以外：2,977円２税率 旧３級品以外：2.977円/千本
(1 旧３級品 ：1,412円 旧３級品 ：1,412円 旧３級品 ：1,412円 旧３級品 ：1,412円 旧３級品 ：1,412円千本 旧３級品 ：1.412円/千本

)につき

当月の販売分につき、翌 当月の販売分につき、翌 当月の販売分につき、翌 当月の販売分につき、翌 当月の販売分につき、翌 当月の販売分につき、翌３納期
月の末日 月の末日 月の末日 月の末日 月の末日 月の末日

附 則【関係法令】
（市町村たばこ税の税率の特例）○地方税法（抜粋）
第３０条の２ 平成１５年７月１日以後に第４６５条第１項の売渡し又は同条第（たばこ税の税率）

第４６８条 たばこ税の税率は、千本につき２，７４３円とする。 ２項の売渡し若しくは消費等（次項において「売渡し等」という ）が行われた。
製造たばこに係る市町村たばこ税の税率は、第４６８条の規定にかかわらず、
当分の間、千本につき２，９７７円とする。

２ 平成１５年７月１日以後に売渡し等が行われたたばこ事業法附則第２条の規
定による廃止前の製造たばこ定価法第１条第１項に規定する紙巻たばこ三級品
の当該廃止の時における品目と同一である喫煙用の紙巻たばこに係る市町村た
ばこ税の税率は、第４６８条及び前項の規定にかかわらず、当分の間、千本につ
き１，４１２円とする。

２ 先進地事例

西 東 京 市 さ い た ま 市 さ ぬ き 市

市たばこ税については、両市に相違が市たばこ税については、両市に相違がな 市たばこ税については、現行のとおりと
ないため現行のとおりとする。いため現行のとおりとする。 する。

宗 像 市 東 か が わ 市 山 県 市

３町に相違がないため現行のとおり新町 市税として現行のとおり新市に引き継ぐたばこ税については、両市に相違がな
に引き継ぐ。 ものとする。いため現行のとおりとする。

３ 財政影響額
なし
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議案第１３号参考資料（その９）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 7 地方税の取扱いに関すること 関 係 項 目 入湯税

１ 税率は、伊香保町の例による。
調 整 方 針 ただし、日帰り休憩（５０円）を課税していない町村に配慮し、調整するものとする。

２ 課税免除については、６市町村に相違がないため現行のとおりとする。

現 況 調整理由・課題

１ 税率及び納期等
【調整理由】

渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村
小野上村、子持村、赤城村及び北橘村

鉱泉浴場における入湯に 鉱泉浴場における入湯に 鉱泉浴場における入湯に 鉱泉浴場における入湯に 鉱泉浴場における入湯に 鉱泉浴場における入湯に においては、日帰り休憩５０円を課税し１納税義務者
対し入湯客に課税する。 対し入湯客に課税する。 対し入湯客に課税する。 対し入湯客に課税する。 対し入湯客に課税する。 対し入湯客に課税する。 ていない。また、伊香保町のみにおいて

修学旅行及び合宿等で５０円を課税して
１人一日 １５０円 １人一日 １５０円 １人一日 １５０円 １人一日 １５０円 １人一日 １５０円 １人一日 １５０円 いることから、合併時に伊香保町の例に２税率
日帰り休憩 ５０円 日帰り休憩 ５０円 より統合するものとする。

修学旅行及び合宿等基本料金6,000円以下の宿泊
１００円 ５０円

基本料金6,000円以下の宿泊
１００円

・年齢１２歳未満の者 ・年齢１２歳未満の者 ・年齢１２歳未満の者 ・年齢１２歳未満の者 ・年齢１２歳未満の者 ・年齢１２歳未満の者３課税免除
共同浴場又は一般公・共同浴場又は一般公衆 ・共同浴場又は一般公衆 ・共同浴場又は一般公衆 ・共同浴場又は一般公衆 ・共同浴場又は一般公衆 ・

衆浴場に入湯する者 浴場に入湯する者 浴場に入湯する者 浴場に入湯する者 浴場に入湯する者
浴場に入湯する者

【関係法令】
○地方税法（抜粋）
（入湯税）
第７０１条 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及
び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興（観光施設の
整備を含む ）に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入。

湯 客に入湯税を課するものとする。
（入湯税の税率）
第７０１条の２ 入湯税の税率は、入湯客１人１日について、１５０円を標準と
するものとする。

２ 先進地事例

西 東 京 市 さ い た ま 市 さ ぬ き 市

なし なし

宗 像 市 東 か が わ 市 山 県 市

入湯税については 標準税率を採用する 入湯税の取扱いについては、新町におい 入湯税については、美山町の制度を新市、 。
て町税条例を制定する。 に引き継ぐものとする。

３ 財政影響額
（日帰り休憩（５０円）を課税していない町村について、日帰り温泉施設入館者数を参考に試算）

合 計細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村

増 減 0千円 0千円 9,631千円 3,410千円 23,170千円 9,946千円 46,157千円
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議案第１３号参考資料（その１０）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 7 地方税の取扱いに関すること 関 係 項 目 鉱産税

調 整 方 針 鉱産税については、６市町村に相違がないため現行のとおりとする。

現 況 調整理由・課題

１ 税率及び納期等

渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村

鉱物の掘採事業に対し、 鉱物の掘採事業に対し、 鉱物の掘採事業に対し、 鉱物の掘採事業に対し、 鉱物の掘採事業に対し、 鉱物の掘採事業に対し、１納税義務者
その鉱物の価格を課税 その鉱物の価格を課税 その鉱物の価格を課税 その鉱物の価格を課税 その鉱物の価格を課税 その鉱物の価格を課税
標 標 標 標 標 標
準として、その鉱業者 準として、その鉱業者 準として、その鉱業者 準として、その鉱業者 準として、その鉱業者 準として、その鉱業者
に に に に に に
課す 課す 課す 課す 課す 課す

1．０％ １．０％ １．０％ １．０％ １．０％ １．０％２税率
課税実績はない 課税実績はない 課税実績はない 課税実績はない 課税実績はない 課税実績はない

【関係法令】
地方税法（抜粋）
（鉱産税の税率）
第５２０条 鉱産税の標準税率は、１％とする。ただし、鉱物の掘採の事業の作
業場において第５２２条に定める期間内に掘採された鉱物の価格が、当該事業
の作業場所在の市町村ごとに２００万円以下である場合においては、当該期間
に係る鉱産税の標準税率は、０．７％とする。

２ 前項の標準税率をこえて課する場合においても、１．２％（前項ただし書の
場合にあつては、０．９％）をこえることができない。

２
先進地事例

西 東 京 市 さ い た ま 市 さ ぬ き 市

宗 像 市 東 か が わ 市 山 県 市

市税として現行のとおり新市に引き継ぐ
ものとする。

３ 財政影響額
なし
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議案第１３号参考資料（その１１）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 7 地方税の取扱いに関すること 関 係 項 目 都市計画税

１ 税率については、渋川市の例による。ただし、合併特例法第１０条の規定
調 整 方 針 を適用し、合併が行われた日の属する年度及びこれに続く５年度に限り、現

行の税率を採用し不均一課税とする。
２ 納期については、固定資産税の納期による。

現 況 調整理由・課題

１ 税率及び納期等 【調整理由】

・都市計画税は、渋川市と伊香保町にお細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村
いて課税されているが、税率が異なって

都市計画区域のうち渋川 都市計画区域のうち伊香 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし いる。１納税義務者
市都市計画税条例に定め 保町都市計画税条例に定 調整にあたっては、財政運営への影響
る区域内に所在する土地 める区域内に所在する土 を考慮する必要もあることから、渋川市
及び家屋の所有者 地及び家屋の所有者 の例により制限税率を採用する。

ただし、税額の激変緩和のため、合併
０．３％ ０．２％ 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし が行われた日の属する年度及びこれに続２税率

く５年度に限り、現行の税率を採用し不
固定資産の価格（土地、 固定資産の価格（土地、 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 均一課税とする。３課税標準
家屋） 家屋）

・納期は、固定資産税と同じであること
固定資産税に同じ 固定資産税に同じ 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし から、固定資産税の納期とする。４納期

【関係法令】 【課題】
（都市計画税の税率）○地方税法（抜粋）
第７０２条の４ 都市計画税の税率は、０．３％を超えることができない。 ・現在の納税義務者は、渋川市、伊香保（都市計画税の課税客体等）

第７０２条 市町村は、都市計画法 に基づいて行う都市計画事業又は土地区 町両市町とも、条例に定める区域内の土（都市計画税の賦課徴収等）
画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当 第７０２条の８ 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、 地・家屋の所有者とされている。新市に
該市町村の区域で都市計画法第５条 の規定により都市計画区域として指定 特別の事情がある場合を除くほか、固定資産税の賦課徴収とあわせて行うものとする。 おける課税区域については、新たに定め
されたもの（以下本項において「都市計画区域」という ）のうち同法第７ 以下省略 られる都市計画区域の中で、現在の課税。
条第１項に規定する市街化区域（当該都市計画区域について同項 に規定す 区域の状況と設定の経緯等を踏まえて検
る区域区分に関する都市計画が定められていない場合にあつては、当該都 ○市町村の合併の特例に関する法律 討する必要がある。

（地方税に関する特例）市計画区域の全部又は一部の区域で条例で定める区域）内に所在する土地
及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者 第１０条 合併市町村は、合併関係市町村の相互の間に地方税の賦課に関し著しい不均
に都市計画税を課することができる。当該都市計画区域のうち市街化調整 衡があるため、又は市町村の合併により承継した財産の価格若しくは負債の額について
区域（同項 に規定する市街化調整区域をいう。以下本項において同じ ） 合併関係市町村相互の間において著しい差異があるため、その全区域にわたつて均一の。
において同法第３４条第１０号イに掲げる開発行為に係る開発区域内で同 課税をすることが著しく衡平を欠くと認められる場合においては、市町村の合併が行わ
法に基づく都市計画事業が施行されることその他特別の事情がある場合に れた日の属する年度及びこれに続く五年度に限り、その衡平を欠く程度を限度として課
は当該市街化調整区域のうち条例で定める区域内に所在する土地及び家屋 税をしないこと又は不均一の課税をすることができる。
についても、同様とする。

２ 省略

２ 先進地事例

西 東 京 市 さ い た ま 市 さ ぬ き 市 宗 像 市

都市計画税については、現行のとおりと 都市計画税については、都市計画区域の都市計画税の税率及び納期について 都市計画税については、両市に相違が
する。 設定に応じて、宗像市の例により調整すは、保谷市の例により調整する。ただ ないため現行のとおりとする。
ただし、納期については、固定資産税と る。し、平成１２年度については、それぞ
同様とする。れ旧市の例による。

３ 財政影響額

合 計細 項 目 渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村

調 定 額 681,500千円 79,003千円 0千円 0千円 0千円 0千円 760,503千円

税率0.3%とした場合 681,500千円 118,504千円 0千円 0千円 0千円 0千円 800,004千円

増 減 0千円 39,501千円 0千円 0千円 0千円 0千円 39,501千円

（調定額：平成１４年度決算統計より）


